
船舶事故等調査報告書 

平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第６号 

事故等名 貨物船ALEXANDROVSK 火災 

発生年月日時刻 平成２１年１月２０日１８時１０分ごろ 

発生場所 北海道紋別港第１防波堤灯台から真方位１９２°９５０ｍ（紋別港第３船溜北物揚場岸

壁係留中） 

（北緯４４°２０′２９″、東経１４３°２１′４８″） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月２１日函館・地方事故調査官が船舶代理店の担当者から口

述聴取及び船舶関係書類等入手、３月９日紋別地区消防組合消防署か

ら調査報告書を入手 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（ＩＭＯ番号） 

船舶所有者等 

 

貨物船 ALEXANDROVSK
ア レ ク サ ン ド ロ フ ス ク

（カンボジア） １７３トン 

（８６２７１６５） 

船舶所有者：アメリカ・ノーザンパシフィック社、 運航者：ロシア・ポーラー社 

乗組員等に関する情報 機関長 外国免状不詳 

負傷者 なし 

損傷 船橋、居住区等を焼失 

事故等の経過 本船は、保船要員２名ともに上陸して無人のところ、居住区の温度を維持するために

常時通電していた食堂の電気ストーブから、平成２１年１月２０日１８時１０分ごろ、出

火した。 

帰船した機関長が火災を発見して消防署に通報し、消防署により消火されたが、船

橋、居住区等を焼失した。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

本船は、電気ストーブの整備を適切に行わず、ストーブに堆

積した塵埃が過熱した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が岸壁係留中、電気ストーブの整備を適切に行わなかったため、スト

ーブに堆積した塵埃が過熱して発火したことにより発生した可能性があると考えられ

る。 

その他の事項 なし 

 




